
岡山市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業 補助金申請の流れ 

 

 

耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された要緊急安全確認大規模

建築物を対象とします。 

 

 

  

 

       要綱第11条に規定する書類を添付        

  

 

  

契約書の写し添付 

        ＊交付決定後でなければ着手（契約）することはできません。       

 

 

 

 

 

         

＊中止（廃止）する場合は、中止（廃止）

承認申請書（様式第9号） 

  

要綱13条に規定する書類を添付 

 

 

 

 

 

  

要綱第17条に規定する書類添付 

 

 

 

 

 

 

（注） 

  ○この補助事業は、市の事業年度内に完了する事業（単年度事業）に限ります。 

  ○要綱とは、「岡山市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金交付要綱」を示します。 

  ○ ･･･補助申請者が行う申請・報告等を示します。      ･･･市が行う通知等を示します。 

○このフロー図に記載されている以外にも補助を受けるための条件等もございますので、必ず事前に市担

当者までご相談ください。 

 

補強設計 

補助金交付申請（様式第1号） 交付決定通知（様式第6号） 

着手届（様式第12号） 

実績報告書（様式第17号） 交付額確定通知（様式第20号） 

補強設計の実施 

（評価委員会の評価含） 

変更がある場合 

交付決定額変更申請書（様式第7号） 

変更承認申請書（様式第8号） 

 

交付決定変更通知（様式第10号） 

変更･中止(廃止)承認通知書（様式第11号） 

＜問合せ先＞  岡山市都市整備局住宅・建築部 建築指導課 建築安全推進係 

電話(086)803-1445  FAX（086）803-1730 

E-meil:kenchikushidouka@city.okayama.lg.jp 

交付請求書（様式第21号） 

補助金の交付 

＊補助額を指定口座に振り込みます。 


